
区分
登記地目又は種類・用途 登記地積又は床面積（㎡） 建築年

家屋
居宅・専用住宅普通建一般 平成30年

備考

小規模住宅用地

宮西町　２丁目　２４-○
固
定

10,000,000 0
200.00

10,000,000

木造 2階建 140,000

都
計

200.00 0
スレート葺 10,000,000

 土地又は家屋の所在地 不動産番号
固
定

課税標準額（円） 本則課税標準額（円）

評価額（円）
現況地目又は構造 現況地積又は床面積（㎡） 現況階層

都
計備考

小規模住宅用地

地積
固定

課税標準額
（円）

固定
負担水準

都計
課税標準額
（円）

都計
負担水準

一般住宅用地

0

上記以外の土地

0
20,000

上記以外の土地

24-〇

前年度課税標準額又は比準課税標準額（円） 軽減税額（円）
減免税額（円） 相当税額（円）

家屋番号又は共用土地の持分割合 非課税地積又は床面積（㎡） 現況屋根 課税標準額（円） 本則課税標準額（円）
前年度課税標準額又は比準課税標準額（円） 軽減税額（円）

減免税額（円） 相当税額（円）

一般住宅用地

 

実際に固定資産税率（都市計画税率）を

乗じる金額

（固定資産税1.4％、都市計画税0.2％）

例:宅地、畑、雑種地等

上段:登記地目、下段:現況地目

マンション敷地等の共用土地の場合、敷地権の持分割合を記載

（例:100/10000）

上段:登記地積、下段:現況地積
該当資産の評価額

※評価額は、実際に売買する時の価格

（市場価格）ではありません。

負担調整措置に関する水準

共用土地の場合、②地積・③評価額・④課税標準額は敷地全体の地積・額が記載されます。

課税標準額に税率を乗じた金額

負担調整措置とは土地の評価額が急激に上昇した場合でも、税額を緩やかに上昇させる仕

組みのことを指します。また、負担水準とは⑦本則課税標準額に対して⑧前年度課税標準

額がどの程度まで達しているかを指します。

実際に固定資産税率（都市計画税率）を

乗じる金額

（固定資産税1.4％、都市計画税0.2％）

種類（居宅、店舗等）用途（専用

住宅普通建一般、店舗等）

未登記家屋の場合は空欄

構造（木造、軽量鉄骨造等） 該当資産の評価額

区分所有家屋の場合一棟全体の評価額

※評価額は、実際に売買する時の価格

（市場価格）ではありません。

新築軽減等による軽減税額

課税標準額に税率を乗じたものから

軽減税額等（新築軽減等）を

差し引いた金額

軽減・減免・非課税等が適用された場合の情報

区分所有家屋の場合に専有部分ごとの相当額

上段:登記の床面積

下段:課税対象となる現況の床面積

※上段と下段で記載されている床面積が

異なることがあります。


